
 

○光市水道局最低制限価格制度に関する取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、光市水道局が発注する工事の請負の契約を締結しようと

する場合において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の１０第２項（第１６７条の１３において準用する場合を含む。）に基づ

く最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとす

る。 

（対象工事） 

第２条 この要綱の対象となる工事は、競争入札に付する工事で、設計金額が

２００万円を超え３，０００万円未満のものとする。ただし、次に掲げるも

のを除く。 

(１) 土木系工事又は営繕系工事に係る解体工事 

(２) 土木系工事のうち、土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事 

(３) 営繕系工事のうち、営繕系機械設備工事及び営繕系電気設備工事 

（最低制限価格の設定） 

第３条 最低制限価格の設定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

(１) 土木系工事（土木等一般工事） 

予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に１０分の１０を乗じて得

た額、共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額、現場管理費の額に１

０分の９を乗じて得た額及び一般管理費の額に１０分の７を乗じて得た額

（それぞれの額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。）

を合計し、１万円未満を切り上げた額。 

(２) 営繕系工事（建築工事） 

予定価格算出の基礎となった直接工事費（直接工事費から現場管理費相

当額を減じた額をいう。以下この号及び次号において同じ。）の額に１０



 

分の１０を乗じて得た額、共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額、

現場管理費（現場管理費に直接工事費から減じた現場管理費相当額を加え

た額をいう。）の額に１０分の９を乗じて得た額及び一般管理費の額に１

０分の７を乗じて得た額（それぞれの額に１円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てる。）を合計し、１万円未満を切り上げた額。 

２ 前項第２号の場合において、現場管理費相当額は、次に掲げる額とする。 

(１) 次号を除く営繕系工事 

直接工事費に１０分の１を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てる。） 

(２) 営繕系工事のうち昇降機設備工事その他製造部門を持つ専門工事業者

を対象とした工事 

直接工事費に１０分の２を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てる。） 

（入札参加者への周知） 

第４条 工事担当者及び入札執行者は、現場説明及び入札執行の際に次に掲げ

る事項を周知する。 

(１) 最低制限価格が設定されていること。 

(２) 最低制限価格を下回った入札を行った者は、落札者とならないこと。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、必要な事項 

（落札の決定等） 

第５条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の

価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を

落札者とする。この場合において、最低の価格をもって申込みをした者が２

以上あるときは、当該者によるくじ引きにより落札者を決定するものとする。 

２ 最低制限価格を下回る価格で入札した者は、落札者とならない。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 



 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


